
加工・業務用農畜産物（野菜・果実等）の生産に携わる産地の皆様へ！

国産原材料供給力強化対策事業のご案内
～加工・業務用需要に対応したサプライチェーンの構築～

農林水産省では、平成21年度から、加工食品や外食の原材料として国産の
農畜産物（野菜・果実等）の安定供給・利用拡大を担う生産者、流通業者、
食品製造業者、外食事業者等の皆様に対して新たな支援を行います。

○産地から食品製造業者までの一貫した供給経路（サプライチェーン）を構築

します。
○ 産地と食品製造業者等をつなぎ、この供給経路の構築に重要な役割を担う
「中間事業者」を育成し、その機能を強化します。

本事業の目的

○産地と食品製造業者や外食事業者をつなぎ、産地から購入した農産物を食

品製造業者等のニーズに合わせて安定的に供給する（場合によっては、選別・
調製・加工等も行う。）ことに加え、加工・業務用需要に対応できる産地を育成・
指導する機能を有する者・部門の総称です。

「中間事業者」とは？

「中間事業者」の機能を介した供給経路の構築

〈産地・生産者〉 〈中間事業者〉 〈食品製造業者・
外食事業者〉

・加工適性・商品化試験

・表示手法の検討

・トレーサビリティの導入

・HACCPに対応した加
工ラインの整備

等

・産地指導者の育成

・残留農薬分析等によ

る品質・安全管理体制

の確立

・通い容器のリース等

による低コスト流通シ

ステムの確立

・保冷施設の整備
等

・新品種等の現地適性
試験の実施
・GAP・トレーサビリティ
の導入
・収穫機、温室等のリー
ス導入
・低温貯蔵施設、多機
能選果ラインの整備

等

平成21年3月25日版

加工・業務用農畜産物（野菜・果実等）の流通・加工に携わる事業者の皆様へ！
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国産原材料供給力強化対策事業による支援
○平成21年度概算決定額 ： ５１億円
○実施期間：平成21年度～平成23年度

１．地区推進事業（平成21年度概算決定額 ： ９億円）
国産原材料の供給経路（サプライチェーン）を構築するために産地・生産者、中間事業者、食品製造業者

等が一体的に実施する活動に対して、ソフト面での支援を行います。

① 事業実施主体：生産者、中間事業者、食品製造業者等が連携して組織した協議会

② 補助率：定額

③ 事業内容：事業実施主体となった協議会が行う次のような取組への支援を行います。

1) 産地･生産者への支援

・加工・業務用品種の現地適性試験の実施

・GAPやトレーサビリティの導入による品質管理・安全管理体制の確立

・加工・業務用需要に対応するための園地の再編リース、収穫機・温室等のリース導入

2) 中間事業者への支援

・出荷規格・基準の簡素化等の検討

・残留農薬分析等による品質管理・安全管理体制の確立

・産地への通い容器のリース等による低コスト流通システムの導入実証 等

3) 食品製造業者等への支援

・新品種の加工適性試験の実施

・HACCPやトレーサビリティの導入による品質・安全管理体制の確立 等

加工・業務用農畜産物（野菜・果実等）の生産に取り組む皆様を支援します！
加工・業務用農畜産物（野菜・果実等）の流通・加工に取り組む皆様を支援します！

① 農業経営の安定
販売数量、販売価格があらかじめ決まっていることから、収入が予測可能です。

② コストダウンが可能
通い容器等による流通経費の削減、規格の簡素化による出荷数量の拡大で、コスト
ダウンが可能となります。

③ 規模拡大が可能
規格の簡素化による選別や出荷作業が軽減することで、規模拡大が可能となります。
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２．整備事業（平成21年度概算決定額 ： ４１億円）
「中間事業者」を介した供給経路を構築する産地・生産者、中間事業者、食品製造業者等に対して、

ハード面での支援を行います。

① 事業実施主体：推進事業を実施する協議会の構成員である生産者、中間事業者、食品製造業者等

② 補助率：2分の１以内

③ 事業内容：加工・業務用の生産流通体制の整備への支援

1) 産地・生産者への支援

・適性品種の一斉導入を図るための共同育苗施設の整備

・品質保持・管理のための低温貯蔵施設、多機能選果ライン等の整備

・加工・業務用のための省力機械化体系の導入

・省力・多収栽培を可能にするための小規模土地基盤整備 等

2) 中間事業者への支援

・衛生的なパッキングラインの整備

・完全コールドチェーン化のための保冷施設の整備

・多様な温度帯に対応した集出荷貯蔵施設の整備

・光センサー選果による糖度分析に対応した集荷施設の整備 等

3) 食品製造業者等への支援

・完全コールドチェーン化のための保冷施設の整備

・HACCPに対応した加工ラインの整備 等

④ 留意事項

地区推進事業を実施することが要件となります。

《国産原材料供給力強化対策事業》の採択要件
○地区推進事業
・生産者・中間事業者・食品製造業者等から構成される国産原材料供給・利用協議会を設置し、国産
原材料供給・利用計画を策定していること
・協議会の組織（代表、事務局、意思決定方法等）及び経理（会計処理等）に係る規約が定められて
いること
・事業実施による成果目標を定めていること
・受益農家が3戸以上であること

○整備事業
・国産原材料供給・利用協議会の構成員である生産者、中間事業者又は食品製造業者等が実施主
体であること
・地区推進事業と一体的に実施すること
・国産原材料の取引契約を締結していること
・事業実施による成果目標を定めていること
・受益農家が3戸以上であること

※要件の詳細については、別記相談窓口までご確認下さい。

農林水産省

生産者 中間事業者 食品製造
業者等

申請
採択
・助成

協議会（地区推進事業を実施していること）

申請
採択
・助成 申請

採択
・助成

○整備事業申請の例
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加工・業務用野菜、果実の生産流通体制の整備に向けた関連措置
○平成21年度助成枠 ： 野菜 １０億円

果実 ５億円

○青果物原価提示型販売・取引手法導入事業

青果物の契約取引を行うにあたり、 生産原価を提示しての販売・取引手法の確立に意欲的に取り

組む生産出荷団体等が、再生産価格の確保に向けた生産・流通コストの変動要因の調査・分析と、

それを基に取引価格を設定できるような契約取引や量販店における販売手法の実証とその普及のた

めの理解醸成活動を行います。

○加工・業務用野菜需要対応産地育成事業
加工・業務用に対応した配送拠点の再配置やモーダルシフトの導入、労働力調整等により、低コスト

で合理的な野菜の生産・流通システムの現地検討を行います。

○加工・業務用果実需要対応産地育成事業

加工・業務用に対応した果実産地形成に向けた調査を行うとともに、国産果実を原料とした加工品
の開発・実用化に向けた市場調査、新たな商品・商材の試作、評価及び新たな販売形態の検討等を
行います。

※上記は、本リーフレット作成時点の案です。事業の詳細については、別記相談窓口までご確認下さい。

農林水産省 生産局 生産流通振興課 電話０３－６７４４－２１１３
東北農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０２２－２２１－６２０７

関東農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０４８－７４０－０４３９
北陸農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０７６－２３２－４３１４
東海農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０５２－２２３－４６２４
近畿農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０７５－４１４－９０２３
中国四国農政局生産経営流通部園芸特産課 電話０８６－２２４－９４１３
九州農政局 生産流通経営部 園芸特産課 電話０９６－３５３－７３９３
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部農畜産振興課 電話０９８－８６６－１６５３
北海道農政事務所 農政推進課 電話０１１－６４２－５４１０

事業実施に向けた相談窓口・お問い合わせ先

〈今後の予定〉

☆ 国産原材料供給力強化対策事業の公募期間は3月25日～4月27日17:00とします。

☆ 加工・業務用野菜・果実の生産流通体制の整備に向けた関連措置については、

実施要領等が取りまとまり次第、関係の皆様に示すこととします。

☆ なお、当該事業等に関する詳細な情報については、

農林水産省ホームページ（加工・業務用野菜・果実対策のページ）
（http://www.maff.go.jp/j/seisan/engei/ryutu_kako/index.html）
に随時更新しますので、ご覧ください。
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